
 

 

島田市自治会役員女性参画推進奨励補助金交付要綱 

 (趣旨) 

第１条 市長は、女性を自治会の役員として登用する自治会に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付するものとし、その交付に関しては、島田市補助金等交付規則

（平成17年島田市規則第36号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところ

による。 

(用語の意義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 自治会 町又は字の区域その他市内の一定の区域においてその区域内の全ての

世帯を対象として地縁に基づいて形成された団体で自治会と称するものをいう。 

(2) 役員 自治会における総会において選出される、当該自治会の会長、副会長及

び会計の職にある者をいう。 

(補助金の交付対象) 

第３条 補助金の対象となる自治会は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 自治会規約等に女性を役員として登用することを明記し、現に２名以上の女性

を役員に登用した自治会。 

(2) 自治会の総会等で女性を役員に毎年登用する方針を決議し、現に２名以上の女

性を役員に登用した自治会。 

２ 前項各号に規定する女性の役員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 会長１名及び副会長１名以上 

(2) 副会長２名以上 

(3) 会長又は副会長１名及び会計１名 

(補助金の額) 

第４条 補助金の額は、10万円とする。 

 （交付の申請及び実績報告） 

第５条 補助金の交付を受けようとする自治会は、島田市自治会役員女性参画推進奨

励補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

(1) 島田市自治会役員女性参画推進に係る調書（様式第２号） 

(2) 自治会の総会に係る議決書または議決書に代わる書類及び役員名簿が記載され

た書類 

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定及び確定） 

第６条 市長は、前条の規定による交付申請及び実績報告があったときは、その内容

を審査し、適当と認めるときは、島田市自治会役員女性参画推進奨励補助金交付決

定通知書兼交付確定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

（請求の手続） 

第７条 補助金の交付の確定を受けた自治会が補助金を請求しようとするときは、前

条に規定する交付決定通知書兼交付確定通知書を受け取った日から起算して10日を



 

 

経過する日までに、規則第13条第９号に規定する請求書を市長に提出しなければな

らない。 

(補助金の使途) 

第８条 前条の規定により請求し、交付を受けた補助金は、自治会会計に歳入し、自

治会運営経費に充当しなければならない。 

（補助金の交付の期間） 

第９条 補助金の交付は、第６条に規定する補助金の交付決定があった日の属する年

度から３箇年度を限度とする。 

（補助金の返還） 

第10条 補助金の交付を受けた年度において、女性役員の退任又は男性への役員交代

により、女性役員が１名以下となった場合にあっても、当該年度に交付した補助金

の返還は要しないものとする。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 


